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繭

農
業
は
他

の
生
産
業

に
比
す
れ
ば
天
然

の
影
響
を
受
な
ご
ε
頗

る
大
な
る
が
上
に
、
之
に
徒
事
す

る
農
民
の
性

.

質

は
極
め
て
保
守
的
に
し
て
兎
角
螢
慣
を
墨
守
し
、
傳
説
に
囚
は
れ
父
祀
鯨
來
あ

法
を
堅
く
守
り
て
容
易
に
新

な

ち
し
き
に
移
る
を
智

肉

霧

る
を
好
ま
ざ
る
も
の
な
れ
ば
・
審

の
要
求
す
る
が
如
麦

農
民
各
自
の
欲
す
.

一
る
が
如
く
、
自
由
に
農
業
の
経
管
を
改
頁
し
或

は
之
が
組
織
を
愛
更
す
る
こ
ご
も
亦
頗

る
至
難

の
業
に
間
し
、
農

…

輩

の
警

を
圖
る
を
以
て
目
的
ご
。
す
整

は

璽

ダ
に
能
く
其
の
敷
果
を
奏
す
る
能
は
す
、
五
隼

年

時
`
し
て
は
十
敷
年

の
後
に
之
を
侠
血
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
こ
ε
あ
.り
。
故
を
以
て
國
家
が
或

る

「
種
の
農
業
政
策

を
實
施
せ
ん
ε
徹
せ
ば
、
能

く
過
去
の
歴
史
に
鑑
み
、
現
在

の
妖
呪
に
照

し
合
せ
、
且
遠
意
將
來
を
慮

っ
て
後
ち

.

始

め
て
其
の
策

を
樹

つ
可
き
な
り
。
而
か
も
暴
れ
國
に
依
り
又
時
代
に
依
り
て
共
の
事
情
を
異
に
す
る
を
以
て
、

「

成

る
國
に
於

て
叉
は
或

る
時
代
に
於
て
良
好
な
る
敷
果
を
奏
せ
し
農
業
政
策
も
、
直
に
探
っ
て
以
て
他

の
國
叉
は

一

9

他

の
時
代
に
之
を
適
用
し
て
必
申
し
も
同

一
の
頁
果
を
奏
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
す
。
プ
ツ
ヘ
ン
ベ
〃
ゲ

ル
が
「
農
業

政
策
は
各
國
特
別
に
之
を
制
定
す
る
ε
き
は
其

の
結
果
は
良
好
な
り
ご
鑑
も
、
若
し
之
に
反
し
て
各
国
殆
ん
.ご
同

t

`
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「
の
制

度

を
施

行

せ
ん

か

、
之

に

封

ず

る
努

力

も

其

の
効

を

塞
・る
.
こ

ご
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三
①
テ
。
昌
・

論

ぜ

し

は

能

く

此

の
問

の

事

情

を

指

摘

せ

る

も

の

に

し

て

、
,
農

政

當

局

者

の
座

右

の
銘

&

す

る

に
.足

る

至

言

こ
言

は

ざ

る
可

ら

す

。

黙

り

ご

雌

も

各

国

の

農

政

史

を

研

究

す

る

ε

き

は

」

吾

人

は

叉

或

は

所

を

異

忙

し

或

τ

時
代
糞

・
・
直

楚

麦

間
接
に
も
相
互
の
岡
に
舞

の
關
係
な
く
無

の
交
渉
な
き
に
も
拘
は
争

・

腰

窓

潜
・
探
・
塵

に
・
で
恰
も
符
響

合
ず
る
如
き
も
の
あ
　

号

而
か
も
三

種
の
政
策
に
あ

.

ら
キ
殆

ん
ざ
政
策

の
全
部
に
於
て
其

の
然
る
を
見

る
こ
ご
あ
り
。
暴
れ
比
較
農
政
史

の
研
究

の
必
要
に
し
て
且
趣

　

　
　

び

一
味
多

き
所
以

な
ら
。

我

が
封
建
時
代

に
於

て
明
主

ご
呼

ば
れ
し
上

杉
鷹
山

公

ご
普
魯
酉
王
國

の
基

礎
を
造

れ
る

フ

j

ー
ド
リ

ッ
ヒ
大
王

の
農
政

の
如

き
其

の

一
例

な

り
。
吾

人

は
今
而
治
者

の
探
わ

し
政
策

を
互
に
比
較
研
究
.し

.て

[

以

て
之

を
議

せ
ん
。

「

　

・
.

・

一

r

層
.

噛

:
・
.

ね

二
.
.

`

鷹
山
公
上
杉
治
憲
は
小
學

の
児
童
も
能
く
熟
知
す
る
如
く
、
日
向
國
高
鍋
藩
主
秋
月
種
美

の
次
男

に
し
て
寳
暦

一一万
年
即
ち
西
暦

一
七
五

一
年
に
生
る
。
即
ち
今
を
去

る
こ
せ
百
山ハ
十
八
年
前
鶴
り
。
十

歳
の
こ
き
米
澤
藩
主
上
杉

一
重
定
の
養
舌

な
り
、
明
和
四
年
歳
+
七
歳
に
し
て
襲
封
す
。
藩
主

の
職
に
在

る
こ
ご
+
九

ケ
年

に
し
て
天
明
五

一
年
三
十
六
儀

の
&
き
退
隠
し
て
職
を
子
治
憲
に
譲

り
し
ε
錐
も
樹
帯
に
藩
政
に
欄
興
し
文
政
五
年

(西
野

一
八
二

一
論

説
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山
谷
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上
杉
鷹
山
公
ぐ、
フ
リ
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ド
リ
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ヒ
大
王
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農
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第
九
巻

(第
四
號

二
〇
Y

四
九
四

一
二

年

)

七

十

二

歳

を

以

て

薨

去

せ

り

。

…
當
嚢

が
帝
国
は
如
何
な
・
懲

に
在
b
し
書

一至

に
、徳
川
家
治
及
び
舞

の
蟹

た
り
七
時
岱

し
て
・

.

家
康
が
徳
川
幕
府

の
基
礎
を
定
め
し
以
来
長
き
歳
月
の
間
竿
稔
無
事
な
り
し
天
下
も
、
常
時
よ
り
し
て
次
第
に
騒
.

　擾
を
極
め
.
弄

に
在
て
は
璽

は
北
蝦
夷
を
犯

レ
萎

・
利
暴

・
て
董

乞
・
、
内
外
將
・
多
妻

ん
.

こ

す
る
の
時
代

な
り
。

へ
　

而
し
て
鷹
山
公
の
時
代
に
於
け
る
米
澤
藩
の
事
情
を
易

に
、
元
来
よ
黎

の
初
代
は
上
杉
謙
信
に
し
て
馨
.

國
に
於
て
慶
大
馨

領
地
を
有
芒

が
、
謬

の
時
代
に
ぎ

會
費

移
さ
れ
て
百
二
+
萬
誓

な
り
・
關
ケ
原

馳の
役
の
後
喜
粟

澤
に
移
封
ぜ
ら
れ
其
の
祿
高
は
四
分
の
一
に
減
じ
て
三
+
高
石
ε
な
れ
り
・
爲
め
に
上
杉
家
の

財
警

非
婁

・
困
整

陥
れ
り
。
殊
に
上
杉
家
葉

澤
覆

移
り
馨

妄

會
建

,於
け
る
落
去

総
を
民

来
り
し
を
以
て
財
政
上
の
困
難
は

=
暦
甚
し
か
り
し
。
故
を
以
て
極
め
で
嚴
重

に
節
約
を
守
り
質
素
を
旨
ε
し
辛

ふ
じ
て
藩

の
膿
面
を
維
持
し
な
り
し
な
り
。

共

の
後
覚
交
四
年
幕
府
の
高
家
音
更
上
野
介

の
子
細
憲
來

っ
て
上
杉
家
の
養
子
こ
な
る
や
、
蕨
は
更
に
牟
漉
せ
.
.

　
ら
れ
て
十
五
萬
石
こ
な
れ
り
。
綱
憲
幼
少
に
し
て
自

か
ら
藩
政
を
見
る
こ
ご
能

は
ぜ
り
し
を
以
て
、
父
上
野
介
,來

り
て
之
が
後
見
役
こ
な
り
萬
事
幕

府
の
駕
す
制
度
に
微
ひ
し
か
ば
、
藩
の
財
政
は
次
第
に
膨
脹
し
、蕨
は
十
五
萬
石

に
減
ぜ
ら
れ
し
に
も
拘
は
ら
室
、
實
際
の
支
出
は
三
+
高
石

の
時
代
よ
り
も
却

っ
て

[
暦
増
加
し
て
牧
支
相
償
は

、



.

室
、
薔
來

の
蓄
財

は
奪

蕩
讒
し
重
器
家
賓

の
如
き
も
典
費
し
、
負
債
重
な
り
て
藩
士
に
與
ふ
べ
き
藤
に
す
5
差

支

を
生
じ
、
藩

の
財
政
は
非
常
な
る
困
難

の
域
に
陥

㌢

。
其

の
後
財
政
然
態
は
少
し
も
改
善
せ
ち
れ
ざ
り
し
の

…
み
か
却

っ
て
年

ご
共

に
盆
窮

乏

を
告

げ
、
藩
内

は
疲
弊

し
、
田
畑

は
荒
獲

に
締

し
、
人
口
は
減

少

し
、
之

よ
り
約

一
百
年

の
後
鷹
山

掛
盤

封

の
時

は
困
憊

其

の
極

に
達

し
、
惨
憐

起

る
歌

呪
は
實

に
目
も
當

て
ら
れ
ざ
り
し
.ご
云
ふ
。

、

.鷹
山
公

の
農
政

ご
比
較
研
究

せ
ん

ざ
欲

す
る

フ
リ
ー
.下
り
ッ

ヒ
大
工

は
偶
然

に
も
公

・し
殆

ん
ど
同
時
.代

の
人

に

p

.

し

て
、
公

に
発

つ
こ
ご
僅

に
三
十
九

年
即

ち

一
七

一
二
年

に
生
れ

、

】
七

四
〇
年

二
十
八
歳
を
以

て
位
に
即

き
、

り

一
七
九
六
年
遮
七
十
四
歳
を
以
て
崩
御
じ
・鷹
山
公
と
殆
ん
ど
其

の
齢
を
等
ふ
せ
り
。
大
王
出
生
の
當
時
は
プ
ラ
ン

.

,ブ
ソ
.フ
多

選
撲

異

書
醤

王
国
・
な
り
て
吉

、
年
を
経
る
こ
垂

に
+
二
・
年
目
に
し
て
秀

欧
洲
に

於
け

る

一
小
國
π
る
に
過
ぎ
ざ
り
き
。
嘗
て
十
七
世
紀
に
起
り
拠
る
三
十
年
職
事

〔
一
⊥
ハ
「
八
年

ー
エ
ハ
四
八
年
)

一
は
主
と
し
て
此
等
の
地
方
に
行
は
れ
、
壮
者
は
何
れ
も
皆
創
を
携

へ
て
戦
場
に
出
で
、
後
に
残
れ
る
老
幼

.婦
女
子

…
も
軍
需
口叩
の
調
達
に
多
忙
を
警

、
土
地
を
新
卒

・
の
馨

な
く
、牛
馬

の
袈

も
之
を
饗

す
る
も
の
な
く
・

.

國
土
人
に
飛
膜
に
靡

し
な
か
。
其

の
後

の
統
治
者
は
之
が
恢
復
に
全
力
を
注
ぎ
梢
其

の
効
果
を
奏
し
つ
＼
あ

り
し
.

…
が
、
大
王
の
時
代
に
至
り
義

齪
屡
起
り
、
篁

・
う

ジ
ラ

馨

二

七
四
〇
⊥

七
四
二
色

第
二
ζ

。
ジ
エ
ン
馨

2

茜

四
年
⊥
.
七
四
五
年
)及
定

年
戦
争
(
】
七
五
六
年
⊥

圭

ハ
三
年
あ

如
祷

れ
も
皆

な
主
ε
も
て
王
園
内
に
行
は
れ
た
り
。
爲
め
に
国
力
盆
疲
弊
し
、
人
口
は
減
少
し
て
其

の
敷
僅
に
二
百
五
十
萬
人

講

読

上
杉
奮

公
、、
7
り
-
・

リ
ッ
夫

王
の
農
諏

第
九
巻

秀

四
號
.

三

　

四
九

五



論

説

上
杉
鷹
山
公
こ
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
の
農
政

.

.

第
九
巻

〔第
四
號

二
二
)

四
九
六

.

を

算
す

る
に
過

ぎ
す
。
財
政

も
頗

る
缺
乏

を
告

げ
、
當
聴
盛

ん
に

研
究

せ
ら
れ

し

カ
メ
ラ

ル
塁

の
如

き
も

重
き
を

王
侯

の
財
政
問
題

置
き
、

・
メ
ラ
・
で

は
・
・
ス
・
リ
ス
姦

星

羅

あ
り
し
を
以

て
も
之
射

る
に
足

る
。
鷹
山
公
ε
大
王
ざ
は
其

の
庭
を
異
に
.す
と
錐
も
殆
ん
ご
聴
を
同
ふ
し
て
出
で
而
か
も
其

の
境
遇

の
相
類
似
せ

る
も
の
多
か
り
き
。

三
.
.

い

鷹
山
公
が
年
齢
僅
に
+
七
歳
を
以
て
藩
政
国
勢

極
に
達
せ
る
米
澤
藩
の
藩
主
の
職
に
就
く
や

一
大
決
心
蚤

ヨ
う

て
其
の
局
に
當
り
し
や
必
せ
り
。
公
は
如
何
な
る
方
針
に
基
き
て
政
治
を
行
ひ
π
る
か
。

}
般
施
政
.の
方
針
は
是

れ
叉
農
政
の
方
針
奮

誓

。
當
髄

川
幕
府
の
探
れ
・
政
治
は
橋

政
弦

傾
き
・
「謄

即
ち
屡

な
り
」
て

.

ふ
主
義
に
基
け
り
。
上
の
爲
す
所
下
之
に
徴
ひ
、
各
藩

の
施
政
何
れ
も
皆
然
ら
ざ

る
は
な
か
り
ざ
。
然

る
に
鷹
山

公
は
此
等

一
般
の
風
潮
ご
全
く
異
な
り
た

惹
指
針
の
下
に
藩
政
を
施
行
せ
ん
ε
せ
り
。
公
が
明
和
四
年
四
月
二
十

西

日
始
め
て
藩
主
の
職
に
就
き
し
時
繁

し
歌
は
世
に
有
名
な
る
も
の
に
し
て
最
も
能
ム

の
意
を
現
は
せ
り
・

う

け

つ

ぎ
.
て

國

の

司

の

身

ピ

な

れ

ば

忘

れ

ま

じ

春

に

民

の

父

母

叉
同
年
八
月
公
が
江
戸
よ
り
し
て
勾
密
に
使
を
米
澤

に
造
は
し
春
日
神
肚

に
奉

り
た
る
誓
詞
に
曰
く
、

誓

'

詞

・



一

一
、
文

學
壁
.書
之
通

無
怠
慢

相

務

可
申

候

・一
、
.武
術

右

同
断

、

「

～
、
民

ノ
・父
母
之
語
家
督
之
砺

歌

ニ
モ
詠
候
得
バ
此
事
第

一
思
惟
可
仕
候

一
、
居
上
不
騎
印
不
危
叉
…愚
而
不
費

卜
有
之
候
語
日
夜
相
忘
間
敷
候

「
、
言
語
不
齊
賞
罰
不
正
不
順
無
禮
無
之
標
旗
可
中

使

右
以
來
堅
相
守
「田
中
候
若
怠
慢
於
徒
者
忽
敦
榊

請
求
可
家
蓮
講
者
也
側
依
件

明
和
丁
亥

八
月
朔
日

.

.

.、

.

上
杉
弧
正
大
弼
籐
原
治
憲

「
.
.
.

敬

白

花

押

砦

誓
詞
は
暮

何
人
も
之
・
知
・
房

・
か
・
し
が
、
震

元
蔀

高

和
四
年
を
秀

こ
晃

+
九
年

の

後

膏

神
焚

災
・
罪

し
際
墾

て
之
寛

出
・
て
世
に
替

る
・
量

れ
り
・
元
締

に
誓
を
立
つ
る
こ
ご

は
人
吉

重
大
問
臠

し
て
、
軽
々
し
-
之
を
行
ミ

馨

の
に
あ
ら
麦

打
ふ
稜

ざ
る
も
の
な
り
・
鷹
山
公

董

封
暴

非
常
な
る
窓

・
望

能
禽

讐

排
除
・
、
断
苦

し
て
蕩

所
信
養

徹
せ
ん
歩

め
た
福

葡

に
敢

な
き

に
あ
ら
ざ

る
居

り
。

、

後
天
明
五
年
世
子
治
謄

封
轟

ら
ん
手

・
・
當
・
、
藩
主
の
常
・
心
得
奇

篠

碧

し
差

分
三

"
僚

…
を

示

せ

り

。

曰

く

=

国
家

ハ
先
組

討
"
子
孫

二
線

へ
侯
国
家

一一
シ
テ
我
私

ス
ベ
キ
物

二
無
之
候

論

説

上
杉
鷹
山
公
ピ
フ
」
ー
ド
リ
ソ
ヒ
大
王
の
農
政

・

第
九
巻

〔第
四

號

二
三
　

四
九

七

'

、



論

説

上
杉
鷹
山
公
・ラ

ー

ド
,
ツ
ヒ
人
王

の
農
政

第
九
巻

(第
四
號

二
四
)

四
九
八

一
、
人
民

ハ
國
察

二
晟
馴シ
タ
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
我
私

ス
躍
キ

モ
!

三
無
之
僧
職

一
、
側
門家
人
艮
摺
!
鳥

メ
ニ
立

テ
ル
鷲

二
V
.テ
轟冴
!
櫛胡
メ

ニ
立
テ
ル
國
家
人
旺
判
ユ
無
之
佐
晒

此

れ

國

家

城

人

員

を

基

礎

ε

な

す

べ

き

も

の

に

し

て

、

國

家

人

氏

有

っ

て

初

め

て

君

あ

り

、

君

の
爲

め

に

國

家一

「あ
り
人
民
あ
る
も

の
に
あ
ら
ざ
る
の
意
を
明
に
せ
る
も

の
な
り
。
勿
論
公

の
所
謂
国
家

ε
は
封
建
時
代
に
於
け
る

.

「
國
家
中

の
国
家
」
帥
ち
藩
を
直
接
意
味
し
な
る
も
の
に
し
て
、
米
澤
藩
主
な
る
も

の
は
自
己
の
利
益
を
圖
ら
す
、

藩
民
の
幅
利
を
増
進
す
る
を
以
て
政
策
の
第

一
義
こ
な
さ
ゴ
る
可
か
ら
ざ
る
の
意
な
り
。
封
建
時
代
に
於
け
る
主

へ5

…
君

こ
し

て
は
實

に
達
見

の
人

ε
謂

は
ざ

る
可
ら
季
。

ろ

然

ら
ば

フ
リ

ー
ド
リ
ッ

ヒ
大

王

の
施

政

の
主
義

は
如
何

な
り
し

か
。
吾

人
は
・鷹
山
公

の
夫

れ

一し
酷
似

せ
る
黙
あ

る

を

認
む
。
王

の
有
名

な

る
詞

に

国
王

は
共

の
國

の
第

一
の
従
僕

な
り

U
興

繧

暴

露

ユ
。
・
。眞

・
巨
①
コ
。・
・。訂

・
ω
国

鍔

.

ご
云

へ
り
。
大
王
の
「
第

一
の
…従
僕
」
ご
、鷹
山
公
の
「
民
の
父
母
」
ε
は
、
其

の
言

ひ
現
は
し
方
は
異
な
れ
グ
`
錐
も

其

の
意
義

は
互
に
相

一
致
せ
る
に
あ
ら
㊦
や
。

又

一
七
七
四
年
普
大
王
の
甥
が
ヴ
ユ
ぞ
7
ソ
ペ
ル
ビ
国
王
の
位
に
即

き
レ
ご
き
、
之
を
戒

め
て

王
国
ば
卿

の
爲
め
舞

在
す
る
も
の
に
力
ら
ず
。
其
の
國

に
君
害

し
て
卿

の
立

つ
所
以

の
も
の
に
、
提

の
蟄

要

塞

擁
攣

る
に
在

る
意

ひ

、
国

民

の
圭

繭
な
先

に
し

、
己

の
安
逸

ル
後

に

す

る
こ

ご
た
決

し
て
忘

ろ

」
勿

れ
。
、



.

ε
云
ひ
し
は
、
先
に
述

べ
π
る
鷹
山
公
が
嗣
子
治
暦
に
與

へ
な
る
訓
戒
ご
何
ぞ
相
似
た
る
の
甚
し
き
や
。

・

鷹
山
訟
ε
云
ひ
普
大
王
ご
云
ひ
、
共
に

「
國
の
君
主
た
る
も
の
は
国
家
及
び
人
民

の
鴛
め
に
立
て
参
る
、
も

の

…
な
れ
ば
、
國
家
及
び
人
民

の
爲
め
に
働
く
を
以
て
施
政
の
第

一
要
義

ざ
な
さ
～
る
可
ら
事
ご
せ
り
。
斯

く
の
和
ぐ

政
治
に
野
す
.る
根
本
的
観
念
を
等

ふ
す
る
彼
等
の
施
せ
る
政
策
も
、
從
っ
て
亦
同

一
の
進
路
に
向
ひ
し
も
の
少
な

か
ら
ざ
り
し
は
必
然

の
藪
な
り
。
勿
論
彼
等
の
信
せ
る
政
治
上
の
要
義
は
今
日

の
墨
・説
よ
り
論
争
れ
ば
批
難
す

べ

.

き
熟
無
き
に
し
も
あ
ら
室
ご
難
も
.
之
を
是
非
す
る
は
本
論
交
の
旨
意
に
あ
ら
す
・

.

四

、

蓬

時
代
の
政
治
は
ぞ

は
所
載

害

し
む
べ
し
、
智

し
む
可
第

」
て
ふ
主
藷

劉

ウ
・
然
る
に
鷹

山
公
は
民

の
父
母
を
以
て
自
任
す
る
を
以
て
、
當
時
の
米
澤
藩

の
疲
弊
を
救
済
し
之
が
獲
展

を
圖

ら
ん
こ
す
る
に

ば

只
藩
麦

ぴ
少
警

護

家
の
活
動
に
依
る
の
み
に
て
は
決
し
て
其
の
目
的
蓬

す
る
能
は
乗

必
珍

養

ド

上

下

一6

を

一
に
し

一
大
決
.心
を
以

て
之
が
難

局

に
當

ら

ざ

る
可
ら
す
。
而

し

て
之
が
儒

め
に
は
蕃

民
を
し

て
能

く

薄

肉

の
.實
情
を
熟
知
せ
し
む
る
の
必
要
あ
2

し
、
骸

の
窮
状
等
を
少
し
も
陰
蔽
せ
嚢

儲
之

を
公
に
し
・
..以

　
て
廣
蕃

民
に
訴
ふ
る
所
あ
茎

り
。
叉
努

め
て
辱

意
星

徴

し
以
て
蒙

塵

決
せ
を

し
、
郡
奉
行
に
封

.

し
執
務

上

の
濫
悪

を
與

へ
し
事
項
中

に
於
て
も

「
百
姓
あ

口
を
塞

が
ざ

る
こ

ご
」
を

以
て
第

一
要
件

ε
し

、
「
人
民

.

は
郡
奉

行

一
人

の
愈

に
服
従

せ
し
む
可

ら
す

、
千
萬

人

の
心

を
合

せ
て

一
ご
な

す
心
得

を
以

て
事

に
從

ふ
.べ
し
」

論

説

上
杉
鷹
山
公
ぞ」
7
り
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
の
農
激

第
九
櫓

(第
四
號

二
王
)

四
九
九

「



論

説

上
杉
鷹
山
公
事L
7
り
U
ド
リ
ツ
ヒ
大

王
の
農
政

甥

九
巻

(第
四
號

二
六
)

五
〇
〇

ざ

諭

せ
し
が
如
き
以
て
共
の
意
あ
る
所
を
窺
ふ
に
足

る
。
斯
く

の
如
き
は
封
建
時
代
に
於
て
は
他
に
暫

そ

の

例

を
見

ざ

る
所

な

り
。
.

`
.
.

ヒ
・

.

・
其

の
他
.鷹
山
公

の
政

治

を
行

ふ
や
、
能

く
蓄
來

の
慣

行
制
度

薯

を

調
査

し
、
現
在

の
事
情

に
照

し
合
せ
「遠

き
將

來

を
慮

っ
て
後
ち
共

の
政
策

を
樹

て
た

り
。

面
し

♂、
一
度
其

の
策

を
定
む

る

や
自

か
ら
他

に
先
ん

じ
て
之
を
實

行

し
讐

し
て
之
を
徹
は
し
む
。
例
之
後
章
に
述
ぶ
る
爺

雨

墾
事
馨

奨
倒
す
る
に
當
り
、
古
来
行
は
れ
レ
籍

田
の
.謄

依
り
て
自
か
ら
先
づ
鍬
を
手
に
し
以
て
範
を
他
に
示
芸

が
如
鴛

域

は
姦

の
纏
濟
的
實
力
を
充
實

、

ず
ぢ
消
極
的
政
策

ピ
し
・て
大
倫

の
令
を
下
す
や
、
公
射
ち
倹
素
を
行
ふ
べ
き

一
大
決
心
を
な
し
、
從
來
藩
公
衣
服

「食
膳

の
仕
切
料
千
五
百
爾
な
り
し
を
世
子
投
り
し
時
の
額
二
百
爾
に
節
減

し
、
食
事
を

}
汁

一
菜
ε
し
、
、着
物

の

…
如
き
も
絹
布
類
を

一
切
用
ひ
や
綿
服

の
み
を
纒

ひ
、
奥
女
中
の
数
五
十
飴
人
な
り
し
を
減
じ
て
以
て
僅
に
九
人
こ

な
し
允
る
が
如
き
、
.如
何
に
身
を
以
て
民
を
導
き
し
か
又
如
何
に
身
を
廃
せ
し
か
の

一
斑
を
知
る
に
足
る
・

然

ら
ば
普
大
王
は
如
何
。
大
王
の
耐
父

、7
ソ
」
ド
リ
ッ
ヒ

一
世
は
頗

る
奢
侈
を
極
め
π
り
ε
錐
も
・
父

フ
ソ
ー

…
ド
リ
ツ
ヒ
、
ウ
㌃

へ
芸

一
世
は
全
然
嬰

ε
其

の
性
寒

具
に
し
て
寧
ろ
粗
野
に
失
し
・
位
に
帥

く
や
直
に

…
宮
中
に

一
大
改
革
を
行

ひ
、
諸
官
を
腱
し
人
員
を
淘
汰
し
、
宮
廷
費
及
び
敵
襲

の
如
ざ
父
王
時
代

の
五
分
の

一
に
.

切
詰
め
な
り
。

.

フ
.り
ー
ド
ソ
ッ
ヒ
大
王
も
亦
父
の
感
化
を
受
け
、
身
を
庭
す
る
こ
ε
頗

る
簡
に
し
て
、
努
め
て
宮
廷
の
脛
費
を

幽



篤

し
、
年
誓

こ
+
肇

、
レ
左

・
し
を
減
じ
て
僅

・
二
+
萬

タ
ー
レ
芝

・
、
叢

・
番

之
患

へ
、、

論

計
法
を
嚴
に
。
て
婆

を
明
に
せ
り
。

疲

歴

の
財
政

に
關
し
て
高

一
の
方
針
藻

り
し
か
ば
、
杢

の

　

筋

去

の
際

に
は
國
庫

に
六
七
千
萬

タ
r
レ
ル
の
剰
鹸
金
あ
り
し
ご
云
ふ
。
.大
王

の
使
用
せ
し
卓
子
と
し
て
今
猶

ボ

一
一ツ
・
ダ
・
讐

に
保
存
芸

も
の
寛

乏

、
頗
・
楽

な
・
も
ぞ

し
て
含

我
が
官
鰺

於
て
普
警

吏
の

一
使
學

・
・
の
美

義

レ
。
杢

・
竪

の
政
治
は
奨

小
差

く
身
泉

・
之
を
裁
し
・
饗

上
農

鶴

一
の
中
.心
な
り
。
常

に
國
内
を
族
付
し
て
深
く
民
情

を
洞
察
し
、
常

に
身
を
以
て
人
を
導

き
他

を
し
て
之

に
徽
は
し

め
、
叉
努

め
て
官
吏

を
し
て
管
内
を
巡
覗
せ
し

め
、
若
し
人
民
に
し
て
不
卒
不
満
あ
り
叉
冀
望
あ
ら
ば
自
由
に
直

…

諸

王
に
訴
へ
出
で
・
む
・
の
途
・
開
け
・
等
、
杢

薦

提

議

綾

劣

針
及
落

動
の
態
度
に
於
て
互

に
相
類
似

せ
る
黙
頗

る
多

し
。
.

一

五
.

'

、

コ

鷹
山
公
は
藩

の
纒
濟
的
貴
方
を
充
貴
し
十
五
萬
石
の
小
藩
を
し

て
能
く
三
十
萬
石
の
魔
力
を
有

せ
し
め
ん
ご
徹

る
、
前
述
せ
。
如
蒲

欝

に
緩

め
て
肇

に
節
禦

義
蟹

行
せ
皇

讐

、
亦
馨

的
に
ほ
更
選

ん
で

璽

・
震

・
野

・
.
當
塾

萎

・
塞

量

皇

道
・
・
盛

業
・
・
し
か
ば
雇

墨

農

は
慰

大

.

本

な
り

こ
の
考

へ
よ

り
,し

て
、
藩

内
農

業

の
獲

展

に
全
力

を
注

ぎ

、
其

の
効
果

大
に
見

る
べ
き
も

の
あ
り
拠
り
・

.

然

ら
ば
公

の
探

り
↓
農

業
政

策

ご
は
如

何
な

る
も

の
な
り

し
そ
。

勿
論
.鷹
山
公

の
時
代

に
は
我
が
國
に
於

で
纒
濟

論

醗

上
杉
鷹
出
癸
ぜ、
フ
サ
ー
ド
リ
ツ
ヒ
大
王
の
農
赦

噛

第
九
巷

〔第
四
號

二
七
　

五
Q
一

ヒ、



論

説

上
杉
麿
山
公
ミ
ァ
リ
}
ド
那
ツ
ヒ
大
王
の
農
政

第
九
巻

(第
四
號

二
八
V

五
〇
二

學

の
如
き
組
織

立
ち
穴

る
科
學
未

だ
起
ら
す
し

て
、
公

が
経
済
學

上

の
智

識
を
鮫

き
間

々
理
論

の
誤

謬
に
陥

れ

る

.

も

の
あ

り
し
ご
難
も
、
公

の
行

ひ
穴

る
農
業

政
策

を
見

る
に
、
吾

人

が
今
日

農
業
政
策

上
重
要

な

る
問
題

こ
し
て

講
究

す

る
種

々
な
る
事

項
に
能

く
注
意

を
拙
}ひ
、
施

靹帆
脛
鞍

せ

る
公

の
烱

眼
に
は
胴敏
翫思
を
訟衣
せ
ぎ

る
を
川侍
ざ

る
な

…
り
。

公
は

農
業
的
生
産

を
曇

る

が
爲

め
生

塵

の
要
素

だ

る
土
地

,
勢
力
及

び
資
本

の
三

者

に
謝

し
て
如
何

な

る
政

策

を
實
施

せ
る
や
。
五
口
人
は
先

づ
公

の
土
地
政
策

を
窺

ひ
漸
…次

他
に

及
び
以

て

フ
リ
ー
ド
リ
ッ

ヒ
の
大
王

の
実
れ

ε
比

較
論
評

せ
ん
。

9

六
.
.

トう

農
業
の
基
礎
は
土
地
に
在

り
。
土
地
を
離
れ
て
農
業
無
し
。
鷹
山
公
聴
代
の
米
澤
藩
は
現
今

の
山
形
縣
置
賜
三

郡
よ
り
成

り
、
四
面
皆

な
山
岳
を
以
て
園
絶
せ
ら
れ
卒
野
苺
だ
少
な
し
。
鷹
山
公
時
代
に
於
け
る
農
耕
地

の
面
積

…
は
大
凡
幾
何
な
り
し
か
、
之
が
調
査
資
料
を
飲
く
を
以
て
明
か
に
知

る
を
得
率
8
錐
も
、
公
の
時
代
を
去

る
こ
ε

王
十
年
前

の
享
保
四
年

の
調
査

に
依

れ
ば
田
畑

の
総
面
積

=
禺
⊥
ハ
千
六
百
九
十
町
彦
な
り
し
と
云
ふ
。
暴
れ
藩

の

…
絶
面
積
に
比
較
し
僅

に

八
、
一
%
に

過
ざ
室
し
て
、
現
時

の
北
海
道
に
比
し
梢
優
れ
る
匿
過
ち
ざ
る
が
如
き
有
様

…
な
り
。
享
保
以
後
明
和
年
代
に
至
る
ま
で
農
耕
地
増
加
策
ど
し
て
特

に
見
る
に
足

る
べ
き
も

の
無
か
り
し
か
ば
、
・

　
悪
く
は
鷹
山
公

の
時
代
に
於
け
る
農
耕
地

の
面
積
も
前
陳
せ
る
も
の
ご
触
り
人
な
る
差
異
な
か
り
し
な
ら
ん
。
.米

澤
藩
は
他
藩

`
の
交
通
頗

る
不
便
に
し
て
、
他
よ
り
し
て
物
資

の
供
給
を
仰
ぎ
難
か
り
し

の
み
な
ら
ず
、
各
藩
何



れ
も
皆
孤
立
し
て
有
「無
相
通
す
る
な
く
、

「
般
に
自
給
自
足
を
以
て
繧
濟
政
策

の
根
本
義
ご
織
せ
し
時
代
な
ウ
し

…
か
ば
、
鷹
山
公
も
亦
先
づ
藩
府
に
於

て
利
用
し
径
可
き
土
地
は
成

る
可
く
百
利
的
に
使
用
せ
ん
ご
欲
し
、
土
地

の

開
警

改
薯

に
力
茎

出
せ
り
。
當
時
藩

の
事
業
ε
し
て
直
接
,關
係
せ
し
も

の
多
か
り
し
ε
難
も
・
就
中
最
も
大

.規
模
に
行
は
れ
且
最
も
成
効

せ
し
も
の
を
黒
井
魁

の
開
築
ご
飯
豊
山

の
開
鑿

と
の
二
大
事
業
こ
す
。

黒
井
響

は
事
業
を
設
計
し
且

つ
之
が
遂
行
の
任
に
當
り
し
黒
井
牟
四
鄭
忠
寄
の
功
績
を
記
念
す
る
爲
め
に
命

門名
せ
し
も

の
に
し
て
、
藩
の
北
方
に
在

る
北
條
郷

の
諸
村
は
地
味
蒔
肥
な
り
ご
錐
も
水
利
の
便
を
歓
ぢ
兎
角
枯
渇

に
苦
み
、
頁
田
も
爲
め
に
荒
塵
に
蹄
せ
し
も
の
妙
な
し
ε
せ
す
、
鷹
山
公
営
に
之
を
憂
ひ
黒
井
氏
.の
設
計
を
容
れ
、

　

.

之
が
灌
漑
事
業
を
遂
行
せ
し
め
苓

。
患
害
は
藩

の
北
方
に
在
る
松
川

の
水
を
引

て
北
僚
郷
に
潅
漑

せ
り
・
之
が

…爲

め
に
渠
を
譲

る
こ
ご
十
五
里
鯨
、
槽
を
架

す
る
こ
ご
三
十
飴
ケ
所
、
之
に
要
せ
し
人
夫
は
十
萬
六
千
飴
人
、
工

.

匠

一
萬
飴
人
の
多
き
に
及
び
、
三
十
三
ケ
村
は
爲
め
に
灌
漑
の
便
を
得
て
村
民
大
に
其

の
澤

に
浴
せ
り
。

飯
豊
山

の
開
鑿
も
亦
患
害
の
計
遙
な
り
。
飯
豊
山
は
越
後

の
国
境

に
在

る
.=
尚
山
に
し
て
其
の
南
側
に
訂
川
ε
・

.

玉
川
ご
あ
り
。
玉
川
は
越
後
の
方
に
流
れ
て
漢
流
常
に
漲
る
も
、
米
澤
藩

に
入

る
白
川
は
水
寡
ぐ
し
で
下
流
は
澗

早
に
苦

め
る
を
以
て
、
山
腹
に
約
百
聞

の
燧
道
を
穿
ち
玉
川

の
水

を
白
川
に
導
き
て
以
て
灌
漑

の
用
に
供

せ
り
コ
.

.

此
が
爲
め
に
約

二
十

ケ
年
を
要
せ
し

一
大
工
事
な
り
し
が
首
尾
能
く
成
功

せ
り
。

無
井
堰

の
開
築

ご
云
ひ
飯
豊
山

の
開
鑿

ご
稽
し
、
何
れ
も
皆
な
當
時
の
學
術
進
歩
の
程
度

ε
藩
財
政

の
情
態

ε

論

説
.

上
杉
鷹
山
公
ご
.・
り
ー
ド
リ
ソ
ヒ
大
王
の
農
政
.

.

.

第
九
巻

(第
四
號

二
九
　

五
〇
三

,



…
論

説

上
杉
岳

公
・、
フ
ー

『

・
ヒ
杢

の
農
政

第
巷

語

號

=
一。
)

五
。
四

藷

み
る
き

は
箆

一
大
事
萎

謂
・
ざ
・
可
享

.
崇

爲
・
蟻

量

地
の
謹

力
播

進
し
・
或
は
新

礎

耕
地
箔

架

し
め
し
功
や
大
な
り
。
此
等
の
事
業
に
直
接
關
興
せ
し
黛

葦

四
鄭
な
り
し
轟

も
・
彼

馨

業
暑

手
せ
・
以
前
よ
・
し
・
奮

公
が
贋
諸

藩
に
於
け
・
治
杢

藷

關
す
る
翌

を
行
ひ
・
種
々
計
」

重

る
所
・
・
た
・
晟

功
の

票

田
な
・
し
な
り
、

層初
葉

養

の
護

続

・
侵

封
の
議
論
頗
・
馨

り

し
か
ざ
も
、
.鷹
山
公
は
患
害
の
性
頗
る
清
廉

に
し
て
且

つ
勤
勉
な
る
を
熟
知
す

る
を
以
て
、

一
度
其

の
計
謁
を
是

認
す
る
や
、
肇

を
馨

に
委
捨

筆

渉
を
変

る
・
蕪

一
・
工
舞

の
支
出
の
如
き
も
全
奮

寄
に
荏
.

.

せ
し
を
以
て
、如

翌

・
工
藷

何
程
の
糞

を
投
入
せ
し
や
後
日
に
至
舞

に
之
を
知
る
に
由
な
か

り
し
芸

ふ
。鷹

山
公
は
規
模

の
稿
人
な
る
政
…艮
工
事
は
藩
の
事
業

ご
し
て
自
か
ら
之
を
行
ひ
し
が
、
爾
個
人
或
時
團
艦
を
奨

顕

し
て
努
め
て
開
墾
事
業
を
行
は
し
め
穴
り
。
之
が
爲
め
に
は

「
、
慨
に
述

べ
し
如
一
籍

田
の
.禮
に
倣

っ
て
、
公
自
か
ら
鍬

を
手
に
し
他
に
模
範
を
ポ

せ
る
が
如
き
・

】
、
羅

粟

を
企

つ
・
爲
・
蕪

垂

渉
芋

べ
き
も
の
あ
暑

き
は
・
勉
・
て
藝

耐

易
敏
捷
最

扱

ひ

し
が
和

ぎ
、

「
、
羅

工
事
量

す
・
鶴

者
・
供
碧

充
蒙

ち
レ
む
為

・
・
人
『
の
鑑

商

れ
る
が
如
ミ

【
、
袈

妻

成
嚢

の
五
ケ
年
を
以
て
鍬
下
年
根
差

し
、
其
の
量

地
歯

す
・
麗

茎

然
讒

し
・

,

,



」
二
十

ケ
年
巨
に
至
り
始
め
て
既
耕
地

の
租
税
を
課

せ
し
が
如
き
.

.

一
、
困
難
な
る
藩
財
政
よ
り
し
て
毎
年
金
百
十
五
爾
を
支
出
し
以
て
企
業
資
金
.ご
寫
し
、
圭

と
し
て
蹄
農
藩
士

…
即
ち
藩
士

に
し
て
開
墾
を
行

ひ
以
て
農
業
に
従
事
せ
ん
ご
す
る
も

の
に
貸
與
せ
し
が
如
き
、

誓

警

な
る
襲

方
策
を
廻
ら
し
以
て
農
耕
地

の
叢

を
圖
れ
り
・

～

・

七

・

「
.
.

・
.
.
.

ゴ

.

一

、
フ
リ
ー
ド
ー
ソ
ヒ
大
王
も
亦
暴

垂

葛

要

し
は
ヴ
・

;

T

に
血
判
へ
砦

書
富

松
て

「
肇

居

留

の

第

一
に

し

て

若

し

之

れ

無

か

ら

ん

が

商

人

も

帝

王

も

詩

人

も

叉

哲

聾

者

も

無

か

ら

ん

」

こ
〉

∩
冨

吾

碧

鮎

集
。

o
「助
け
。

軋
。
剛

気

島
=
⑭
斤Φ
・
。
ぎ
μ南

島
①

。
ω
営
。
7
日o

国
p
邑

o
昇
ρ

訳
α
三
⑳
9

り
o
騨
①
9

℃
窪

δ
ω
0
9

①
昌

四
。
ぴ
。
コ

丼
曽
a

P
..

ε

稠

せ

τ
置

・
・
之
姦

・
に
足
・
.
當
時
普
醤

・
版
圖
饒

述
・
如
垂

髪

醤

・
】
部
に
・
て
蕩

面
穰

に
七
千
八
百
方
毘

饗

す
、
恰
義

が
北
海
誓

九
州
蕃

倉

・
も
の
箱

等
し
・
気
候
は
寒
澹

し
て
農

　耕
地
の
犠

割
禽

警

も
、
贅

を
加
ふ
・
暮

は
以
て
耕

地
篶

し
得

べ
き
の
土
地
決
し
て
少
な
奮

ざ

り
き
。
馨

以
て
歴
代
の
統
治
霞

土
地
改
革

護

向
っ
て
種
・
聾

す
る
所
あ
り
・
惹

喪

行
芸

も
の

あ

り
ぎ
。
。
リ
聖
ド
・
ツ
ヒ
大
王
位
に
暫

や
直
覧

妻

に
着

し
、
或
は
婆

を
讃

し
・
或
は
新

歪

事

業

の
藩

を
な
せ
り
。
即
至

.七
四
〇
年
に
は
ζ

-
・

畢

島

排
水
、

・
ユ
ヴ
・
;

壽

の
開
警

行

.

ひ

、

ス

一7

チ

ン

鱒

.
E
コ

近

傍

の

漏

地

を

改

頁

し

、

淋
巴

フ

エ

ル

年

く
9

の

改

頁

工

事

を

行

ひ

、
.り

ー

ベ

ン
ヴ

ア

論

既

上
杉
岳

書

フ
》
-
・
り
・
美

玉
の
簸

第
九
費

醤

號

三
『

王
。
五



論

説

上
杉
鷹
山
公

・、
ブ
リ
τ
ド
夢

ヒ
杢

の
叢

第
巻

(第
四
號

三

三

五
。
六

…

沓

=
①
『
。・・妄
僧
匡

及

び
牙
L

・
ル
鐸

・

・
α
・
・恩

間

の
運
河
禽

繋

る
蓋

々
の
工
蓼

試
嚢

り
・

撚

り
薩

も
大
王
の
土
地
改
暮

景
も
大
規
模
な
b
し
も
の

≧

は

ぞ

デ

ル

・
量

流
域
の
塾

長
な

り
・
砦

、事

業

依

父

フ

リ

ー

ド

リ

ッ

ヒ

、

ウ

千

ル

ヘ

ル

ム

}
世

が

一
七

三

六

年

に

計

書

を

樹

て

、

事

業

の

遂

行

は

『
我

が

子

フ

リ

ー

ド

リ

ッ

ヒ
」

・旨

廊
『

回一
一①
[昌
。
旨

Q∩
昌

昌

周
「
掃
警

固a
}民
.
に

譲

り

た

る

も

の

に

し

て

、
大

王

は

一
七

四

六

年

帥

ち

第

二
ζ

ど
ソ
う

の
馨

の
終
を
告
げ
し
蓄

ち
髭

の
蚕

業
暑

等
し
こ

七
五
三
年
之
蔑

馨

り
・
五

.

.

十

二
萬

タ
ー
レ
ル
の
麗
盛
を
投
じ
て
新
た
に
二
十
二
萬
五
千

モ
ル
ゲ
ソ
の
農
耕
地
を
荏
π
り
。
工
事
竣
功
後
大
王

ト
う

.

自

か
ら
之

を
視
察

し

て

曰
く

『
醗

鳳
雫

和

の
手
段

に
依

り
て

一
州

を
征
服

せ
か
』

ε
。
.二
嵩
耳

訂
σ
・

口・
7

。
ぎ
o

剛
「
O
〈
団
昌
N

コ
廟O

同

旨
O
匙
O

O
「
O
げ
O
「
e
.
讐

其

の
後
杢

翁

蠢

き
て
プ
蓋

グ

・
・
導

・奮

・・

二

茜

七
年
)
・
う
乳

・
(
一
七
四
九
年
)
ホ

ー一

.
プ
ル
ビ

。.。
『昌
。
・、『票

ル
ペ
ル
・
タ
ッ
ト

葦

　

鐸

及
び
・
・
ζ

ル
・
・

-

ジ

・
…

　

翫

二

…
一
七
五
翠

)
筐

於
け
る
故
塁

著

行
ひ
、
拳

拳

宵

悪

止

の
粟

・
霊

せ
し
が
・
戦
後
再
び
彪

.

書

手
し
、
就
史

生

ハ
大
年
に
始
空

空

ハ
八
年
に
竣
功
せ
し
ヴ
・
多

壽

・
晶

弩

改
頁
工
事
は

オ
ー
デ

.

ル
川
の
大
豊

相
列
ん
で
有
名
な

・
も
の
に
し

て
、
三
+
五
夢

↓

み

饗

を
投

じ
て
約
士

一萬
三
千

歪

…
ゲ

ン
の
漏
地

を
改
【具
し
て
以
て
農
耕
適
地

ε
な

せ
り
。

…
七
七
こ
年
西
普
魯
西
州
杢

の
手
に
畢

る
や
、
ヴ
ア
多

荒

川

菱

.互

葉

ッ
ッ
川

三
音

嘉



連
絡
す
る

一
の
運
河
を
開
鑿

し
、
因
て
以
て
ウ
ア
イ
ク
ぜ
所

穿

L

ブ
ル
川
間

に
於
け
る
舟
楫
の
便
を
開
き
し

の
み
な
ら
ず
、
流
域
内

に
於
け
る
廣
漢
な
る
漏
地
を
憂
じ
て
農
耕
地
ご
な
せ
り
。
此
等

の
事
業

の
外
東
普
魯
酉
ギ

皿
・

う

・

エ
ソ
、
ボ

・
・

ル
ζ

・

嵩

下

グ
・

ク

ル

マ
ド

ク
・
乗

ず

ー

ス
ラ

・
奪

に
於
け

る
奎

の

}

爲
せ
る
改
頁
工
事
は
頗

る
多
し
。

.

.

一

大
王

は
又
聞
き
を
以
て
農
耕
地

ご
な
し
.難
き
土
質
を
有
す

る
土
地

に
幡
努

め
て

植
樹
を
な
し
て

之
を
利
用
せ

一
り
、
特
に
砂
丘
地

に
於
て
黙
り
と
す
。

一
七
七
⊥
ハ
年
よ
り

一
七
八

二
年
に
至
る
聞
に
於

て
御
料
地

二
萬

モ
ル
ゲ

ン

に
松

を
植
樹
せ
り
。
.

一

上
來
陳
述
せ
し
如
く
大
王
自
か
ら
進
ん
で
土
地

の
改
頁
事
業
を
企
て
之
を
貴
行
せ
レ
所
以

の
も
の
は
、
勿
論
之

　援

　

・
・
霧

讐

穫
得
せ
ん
手

・
・
在
尋

ご
讐

厨
婆

私
人
殊
に
貴
養

之
が
霧

を
示

τ

。
以
て
同
難

・
企
業
毒

.
ん
享

る
錘

・
芳

.杢

日
食

れ
貴
獲

ぴ
臣
民
・
・
て
改
革

業
の

.

如
何
錘

瞥
せ
ら
る
・
や
を
智

し
め
、
漿

彼
等
目
か
ら
之
に
着
手
せ
し
め
.ん
が
矯
め
砂

」
兎

野

暮

　

一

嵩̂
Φ

〈
○
一θ吋
》
∩互

口
一　α

融

⊆

誹
巽

5

=
≡

・。o
『
①
昌
"
三

〇

口
器

冨

o
ま

茜

戯
0
5
渦

αq
房
o
謀

P

げ
無
忌

げ
窪

鼠

己

一
.臥

三

庁
.uり
「o

斥
己
コ
ヨ

㈹

的
。
ま
切
吐

口
p
コ
亀

節
自
庵

σq
①
=
.、.

.故

を

以

て

有

志

の
土

に

し

て

改

[艮
事

業

を

企

つ

を

も

の

あ

れ

ば

、

大

王

は

喜

.

ん

で

或

は
資

金

を

貸

興

し

、

或

は

官

吏

を

し

て

其

の

事

業

を

補

佐

せ

し
.め

た

り

。
.

:

、
.

大
王
は
土
地
改
頁
事
業
の
矯
め
に
幾
何
の
経
費
を
投
入
せ
し
や
明
か
な
争

轟

も
・
此

の
事
業
に
密
接
な
る

論

説

上
杉
鷹
山
雪

フ
・
1

・
墨

・
杢

の
農
政

.策
九
巻
.

(鑑

號

.三
三
〉

ぎ

七



論

號

上
杉
鷹
山
公
こ
7
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
正
の
農
政

第
九
巻

(第
四
號
.

三
四
〕

五
〇
ろ

.

關

係
あ
り
し

ツ
オ

ソ
、

ヘ
ル
ツ

ベ
ル
グ

<
2
、
=
①
「Nげ
①
「四

に
依

れ

ば

.
{七
年
戦
争

以
後
大
全
月

か
ら
改
頁

事
業

の

爲

め
に
支
出

せ
し
金
額

は
四

千
萬

タ
ー

レ
ル
以
上

に
及

べ
り

ε
、
.以

て
其

の
絡
額

の
莫

大
な

る
も

の
あ
り
し
を
推

測

す

る
を
得

可
し
。

」

、

、

皿
今

昔
大
王

㊨
改
頁

事
業

ざ
鷹
山
公

の
夫

れ
ε
を
互
に
相
封
照

す

る
ピ
き

は
、

一
は
小
な
り

ε
錐
も

一
の
濁
立
国

に
し

て
他

は

一
小
藩

に
過

ぎ
ざ
れ
ば
事
業

の
規
模

の
大
小

巴
経
費

の
多
少

と
の
差

異
あ

る
は
自
然

の
勢

な
り

定
離一

一
も
、

オ
ー
デ

ル
川
及

び
ヴ

ア
ル
テ
川

流
域

の
改
頁

は
以

て
黒
井
堰

の
開
設

に
比
す

べ
く

、
ヴ

ア
イ
ク
ぜ

ル
及

び

子

爵

.

ツ
ツ
閲
運
河

の
開
鑿
は
飯
豊
山

の
開
鑿

に
酷
似
す
る
に
あ
ら
争
や
。
鷹
山
}公
ご
云
ひ
普
大
王
ε
云

ひ
共

に
一

に
㌦

.

土
地
改
頁
事
業
に
重
さ
を
置
き
て
以
て
農
耕
地

の
振
張
に
努

め
、
且
自
か
ら
牽
失
し
て
之
を
行
ひ
他
を
し
て
之
に

.

倣
は
し
め
ん
と
試
み
種

々
計
策
せ
る
が
如
き
、
何
ぞ
其

の
動
機
及
び
手
段

の
相
酷
似
す
る
の
甚
し
き
や
。

八

、

,
.

-
.
.

、

」

「

、

鷹
山
公
は
土
地

の
蟹
買

に
騙
し
て
は

今
日
よ
り
見
.れ
ば

一
種
の
枇
會
政
策
的
色
彩
を
帯

び
左
る
政
策
を
行

へ
.

一

.

b
σ
當
特
別
藩
中
に
は

一
般
に
土
地

の
費
買
を
禁
止

せ
り
ε
錐
も
、
實
際

に
於
て
は
種
々
な
る
形
式

の
下
に
廣
く

費
買
付
爲
行
は
れ
、

絶
対
的
に
之
を
禁
止

す
る
は

殆
ん
ざ

不
可
能
な
り
し
が
如
し
。

而
し
て
又
藩
に
依
り
て
ば

公
然
土
地

の
萱
買
を
許
容
せ
し
所
も
あ
り
な
り
。
例
之
烈
公
時
代
の
水
戸
藩

の
如
き
即
ち
熬
り
と
な
す
。
鷹
山
公

一
も
亦
烈
公
ε
同

一
方
針
に
出
で
穴
り
。
撚
り
ε
錐
も
土
地
費
買
を
自
由
に
許
し
矯
め
に
土
地

が
兼
併
せ
.ら
れ
、
小

,



地
主
減
少
し
て
大
地
圭
増
加
す
る
が
如
き
弊
に
陥
る
こ
ご
勿
か
ら
し
む
る
薦
め
、
土
地
を
費
質
せ
ん
ε
欲

す
る
も

の
は
総
て
皆
藩
・塊

の
許
可
を
必
要
ξ
し
、
荷
も
土
地

の
兼
併
せ
ら
る

、
恐
あ
る
も
の
に
勤
し
て
は
容
易
に
之
が
許

可
を
與
・へ
ざ
り
し
も
、
大
地
主
が
土
地
を
分
割
し
て
他

に
譲
興
す
る
場
合

に
は
直

に
之
を
許
可
し
だ
り
ε
云
ふ
。

一
今
日
慨
賜
三
郡
に
於
て
は
山
形
縣
下

の
他

の
地
方
に
比
し
大
地
圭
の
割
合
少
な
き
原
因

の

一
は
、
蓋
し
今
を
去
る

と

と
百
有
飴
年
前
に
.鷹
山
公

の
行
ひ
し
土
地
政
策

の
結
果
の

一
端
ご
見
る
を
得
可
し
。
亦
以
て
農
業
政
策

の
及
ぼ

す
影
響
の
永
遠
に
亘
る
も
の
あ
る
を
讃
し
て
饒
り
あ
り
。

鷹
山
公

の
土
地
分
配
政
策
に
比
す

べ
き
も

の
は

フ
ソ
ー
ド
ソ
ッ
ヒ
大
王

の
農
民
地
併
呑

謹
器
『三
把
2

に
封
ず

　

る
政
策
是

な
り
。
常
時
濁
逸

に
於
て
は
脱
走

ご
農
民
間

の
關
係
は
隷
厨
的
に
し
て
農
民

に
身
盟
自
由

の
権
な
く
、

職
業
の
撰
澤
に
自
由

な
く
、
居
所
移
韓
の
自
由
な
く
、
領
主

に
射
し
て
は
地
代
を
納
め

一
定
或
は
不
定
の
夫
役
を

課
せ
ら
れ
、
土
地
使
用
上
も
種
々
な
る
制
限
を
受
て
完

全
な
る
所
有
椹
を
有
せ
ざ
り
き
。
故
を
以
て
領
主
或
は
地

　
圭
は
自
己

の
任
意
に
依
り
農
民
に
貸
興
せ
る
土
地
を
取
り
上
げ
以
て
自
己

免
農
場
に
併
合
し
、
爲
め
に
農
民
殊

に

中
小
農
民

の
減
退
を
来
せ
る
こ
ε
あ
り
。
大
王
深
く
之
を
憂

ひ
父

の
遺
志
を
績
ぎ
布
告
を
獲
b
.て
以
て
農
民
の
併

…
呑
を
禁
止

せ
り
。
最
初
は

シ
ュ

レ
ジ
エ
ン
州

に
於
け
る
御
料
地
及
び
貴
族
地
に
の
み
限
ら
れ
し
が
、
後
ち
廣
く
之
.

　
を
全
王
国
に
及
ぼ
し
、
若
し
禁
を
犯
す
も
の
あ
る
巳
き
拡
百
デ

ユ
カ
ー
ト
(約
五
百
圓
)
の
罰
金
を
課
レ
、
自
己

の

.

計
算
に
依
り
従
前

の
農
民
に
取
り
上
げ
た
る
土
地
を
悉
く
返
還
せ
し
め
な
り
。
此
等
は
鷹
山
公
の
探
り
し
政
策

巴
.
.

、論

既

上
杉
鷹
山
公
ミ
フ
」
ー
ド
切
ッ
ヒ
大
王
の
農
政

門第
九
巻

(第
四
號

三
五
)

五
〇
九

.



論

説

上
杉
鷹
山
公
ピ
ブ
リ
r
ド
リ
ツ
ヒ
大
王
の
農
政

第
九
巻

(第
四
號

三
六
)

五
一
〇

は
共
の
方
法
を
異
に
す
ご
錐
も
、
等
し
く
土
地

の
兼
併
を
矯
正
し
て
以
て
農
民
保
護

の
目
的
を
達

せ
ん
と
す
る
事

の
な
り
。

普
大
王
は
土
地

の
分
配
上
大
中
小
地
主
等
種
々
な
る
階
級

の
存
在
を
必
要
ビ
し
、
オ
ー
デ

ル
川
流
城

の
改
頁
工
.、

事
成

り
、
千
二
百
の
家
族

を
四
十
三
の
移
住
地
に
分
割
し
て
移
住
せ
し
む
る
や
、
農
耕
地
を
九
十
、
六
十
、
四
†

五
、
二
十
及
び
十

モ
ル
ゲ
ン
宛

の
匠
劃

に
分
ち
て
給
興
し
、
以
て
各
種
農
民
を
増
殖
し
且
つ
大
農
業
者
を
し
て
自

由

に
農
業
勢
働
者
を
雇
ひ
入
れ
得

る
の
途
を
開
け
り
。

ダ

普
大
王
は
此
等

の
施
設
の
外
街
土
地
政
策
こ
し
て
共
有
地

の
分
割
及
び
ヴ
語

相
傷

っ
て
今
日

の
所
謂
耕
地
整
理

事
業
を
遂
行
せ
り
と
錐
も
、
・鷹
山
公
の
政
策
中
に
は
之
に
類
似
せ
る
も

の
接
し
。

九

鷹
山
公
及
び
フ
リ
ー
ド
ツ
ッ
ヒ
大
王
が
生
産

の
第
こ
要
素

た
る
勢
力

に
勤
し
て
行
ひ
し
政
策
は
如
何
な
り
し
か

常
時
米
澤
藩
の
人
口
に
關

し
て
調
査
せ
し
も
の
に
依

る
に
寳
暦
五
年
即
ち
鷹
山
公
荘
厳

の
と
き
に
.は
其

の
数
十
萬

⊥
ハ
千
三
百
五
十
人
な
り
し
が
、
同
年

の
大
凶
作

の
結
果

と
し
て
翌
年
に
は
十
萬
二
千
六
百
二
十
八
人
こ
な
り
、
.一

皿
ケ
年
間

に
三
千
七
百
三
十
人
を
減
少
し
、

一.方
里
に
封
ず
る
密
度
も
八
百
人

な
り
き
。
是
現
今
山
形
縣

の

一
方
里

'

一
人
目
千
五
百
八
十
四
人
に
比
し
約
半
ば
な
り
。

、
.

皿
鷹
山
公
時
代
の
米
澤
藩
に
比
す
れ
ば
普
大
王
部
位
時
代

に
於
け
る
普
魯
酉

の
人
口
は
比
較
的
俗

一
層
寡
少
に
し



で
暴

壱

千
書

方
里
・
藷

蜑

住

竺

百
五
毒

企

・
三

方
里
に
栞

均
三
百
土

八
人
露

響

.

ざ
り
き
。
.鷹
山
書

云
ひ
並・
大
著

謂
ひ
、
共
緩

圏
内
の
土
地
を
開
拓
し
或
は

雇

集
約
に
土
地

を
利
思

ん
.

餐

・
盆
多

あ

劣

・
必
饗

し
、
合

の
・
響

圖
・
姦

て
癸

霧

喜

り
・
曲目
杢

曰
く

『
函

6
勢
力
は
邦
土

農

狭
に
擦
筆
"
し
て
琵

の
宴

誓

に
依
・
」
く

ご。
凶:
邑

H曇

①『
ω
【"9,弱

σ①ω葺

一コ
.n.';

一
。
。『
・
=
切」
。・同コ
・
容

垂

垂

・・
民
・
三

・三

・・

窪

雪

・…

.
「
・
・
回・
詫

.喜

'①
㌦
・
斉

　ξ

住
民

・
繋

國
家

・
箏

形
成

芝

髭

實

・

・
原
則

・
・
」
、
こ
穿

・
.鼠

×
・…

.

.「鋤

住
　

ユ
同.
、

麿

こ

。『
鵠
Φ
・
。
一、=
。
『
。
。
昌
戸
。[。一、梓.…

量

ω
野

§

　

量

・・..、

蚤

て
碁

意

の
あ

る
所
を
知

る
に
足

る
・

…
一
元
來
人
口
の
鋸

爵

・
・
は
種
灸

・
方
法
・
と

讐

虻
ハの
主
な
る
も
の
を
二
手

・
狂

の
自
欝
.

殆

加
及
び
葎

是
な
り
。
合

の
自
然
賂

誓

は

歯

内
に
於
け
・
杏

の
生
産
が
死
亡
よ
り
多
暮

合
に
生

す

る
為

の
に
し
て
、
束
柱
&
は
領
土
以
外
よ
り
し
て
人
口
の
國
内

に
乗
り
住
す
る
も
の
他
に
往
住
す

る
も

の
よ
り

…
多
き
場
合
に
人
日
の
増
加
を
來
す
も
の
な
り
.
鷹
山
公
ご
並・妻

最

合

・
増
募

力
せ
・
餐

・

　
探
れ
る
政
策
、
、
禦

。
る
暮

縫

雲

・
人
口
旨

欝

器

量

釜

・
、
莫

王
・
著

し
て
雀

策

・

一
を
探
れ
る
ぷ
如
し
。
今
先
づ
鷹
山
公
の
人
口
政
策
を
述

べ
て
後
者
大
王
の
移
住
政
策

に
及
ば
ん
。
.

人
口
の
自
然
的
増

加
を
圖
ら
ん
ご
せ
ぱ
、

「
方
に
は
出
來
得

る
丈
け
出
生

の
増
加
を
圖
る
と
共

鳴
他
方
に
は
死
.

七

の
減
少
に
努
力
せ
ざ
る
可
享

。
.鷺
山
公
の
出
生
の
嘉

暫

し
て
、
先
づ
笙

に
糞

の
結
婚
を
鰭

芒

論

説

上
髭

田
舎

フ
レ

『

ツ
ヒ
大
王
の
農
政

第
九
巻

(茜

胱

三
七
)

五
=



一
論

説

上
杉
鷹
山
公
ぐ、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
の
農
政

第
九
巻

(第
四
號

三
八
)

五

一
二

は
當
然

な
り
。
公
は
男
子

十
七

蔵

よ
り

二
十
歳

、
女

子

+
四
歳
よ

り
十

七
歳

に
し

て
猶
未

だ
結
婚

せ
ざ

る
も

の
あ

る
ご
き

は
、
成

る
可

く
結
婚

を
な
す
可

く
村
役
人
等

を
し

て
種
々
斡
旋

せ

し
め
、
又

家
貧

し
き
が
矯

め
、
若

く

は

.旧

家
族
の
数
ぎ

駕

筐

結
磐

篤
し
得
ざ
る
も
の
あ
る
雲

は
或
基

地
養

興
し
或
は
未
懇
地
震

興
し
て

.

亨

羅

芒

・
、
羅

婚
・
・
エ

・
嚢

・
・
結
納
・
爲
す
髭

・
は
・
・
餐

め
繕

嬉
し
讐

も
の
あ

れ
ば
、
藩
は
箆

之
窶

す
る
金
碧

貸
興
し
後
日
年
賦
を
以
て
之
を
償
還
せ
㌔

む
る
等
、
種
・
な

る̀
手
撃

講

τ

て
以
て
結
婚
を
観

し
、
以
て
出
産
の
誓

嘉

せ
し
め
ん
垂

め
集

。

一
結
婚

は
人
日
増
殖

の
根
本
な
り
ぜ
錐
も
輩
に
結
婚

の
み
し
て
奨
騙

し
て
出
生
を
保
護
す

」る
こ
ご
な
き
は
、
爲
め

…
に

豪

の
経
済
は
困
難

陥
り
遂
に
は
堕
胎
其

の
他

の
弊
害
を
生
じ
政
策
の
目
的
を
達
す
る
こ
ご
能
馨

}る
も
の一

.

な
れ
ば
、
.鷹
山
公

は
十
五
歳
以
下

の
子
女
五
人
以
上
に
及
ぶ
も

の
は
、
末
子

が
五
歳
に
達
す
る
ま
で
は
特
に

一
人

扶
持
を
藩
よ
り
給
ル
、
假
令
此
等
の
子
女
の
内
養
子
若
く
は
死
亡
に
依

り
て
其
の
数
を
減
少
す
る
こ
ε
あ
る
も
其

あ

扶
持
を
減
ぜ
争
、
只
末
子
死
亡
す
る
と
き
共

の
翌
年
よ
り
扶
持

の
給
與
を
止
め
、
叉

一
般
に
双
見
を
産
す
る
を

非
常
.に
恥
ぢ
、
動
も
す
れ
ば
陰
殺
等

の
罪
悪
を
犯
す
も
の
あ
り
し
か
ば
、
公
は
特
に
之
に
謝
し
て
種
々
な
る
贈
物

を
な
し
て
之
を
配
し
決
り
Q

斯
く
の
如
く
鷹
山
公
は
力
を
蓋
し
て
出
生

の
増
加
を
圖
り
し
建
業
に
更
に
進
ん
で
死
亡
減
少

の
策
を
講
替
り
。

.

人
口
の
死
亡
に
は
二
種
の
原
因
あ
り
。

一
は
自
然
的
に
し
て
他

は
人
魚
約
な
り
。
自
然
的
死
亡
の
減
少
を
掘

る
に



…
は
人
口
の
欝

懲

を
保
持
し
、
或
は
之
憲

馨

し
む
・
に
穿

.
之
が
爲
め
に
は
器

の
進
歩
着

生
の
普

.

及
ご
を
期
せ
ざ
る
可

ら
ナ
。
、鷹
山
公
は
當
塒

一
般
.に
行
は
れ
し
漢
方
署
よ
り
は
蘭
醤

の
遙
に
優

れ
る
を
認
め
、
米

…
澤

の
城
下
に
新
穴
に
好
生
堂
な
る
讐
単
核
を
設
け
、
蘭
醤
學
を
敏

へ
て
以
て
讐
師
を
養
成
し
、
或
は
江
戸
長
崎
等

に
藩

の
留
畢
生
を
派
遣
し
喜

學
を
研
究
せ
し
め
、
或

は
鐙

に
馨

る
も
の
を
江
.戸
よ

り
招
聘
し
て
以
て
醤
術

.

の
進
歩
改
頁
を
圖
り
だ
る
は
實
に
達
見

と
謂
は
ざ
る
可
ら
争
。

汰
爲
的
死
亡

の
原
因
ご
し
て
當
時
我
が
國
に
於
て
は
生
計
の
困
難
等

の
爲
め
堕
胎
陰
殺
等

の
暁
風

熾
ん
に
行
に

ら

れ
、
就
中
東
北
地
方
最
も
甚
し
く
佐
藤
信
淵

の
、著
書
等
に
依
れ
ば
此
等
の
地
方
に
於

て

「
ケ
年
間

に
⊥八
七
萬

の
.も
.

一
の
闇
か
ら
闇

へ
葬
ら
れ

つ
・
あ
り
し
芸

へ
り
。
砦

撃

の
根
蝶
は
明
か
な
皐

錘

も
實
に
驚

一
可
轟

風

一
な
り
き
。
米
澤
藩
に
於
て
も
亦
此

の
悪
風
廣
く
行

似
れ
し
を
以
て
、
・鷹
山
公
は
之
を
矯
正
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
人

「口
の
増
簿

て
望
む
可
ら
・
と
し
、
屡
・
訓
蓼

・獲
・
て
斯
・
行
爲
婁

歪

・
・
て
人
響

　

質

・

訓
戒
し
、
以
て
藩
民

憲

想

の
改
善
を
圖

り
、
若
し
武
士
に
し
て
此

の
禁
を
犯

す
も

の
あ
る
ど
ぎ

は
閉
冊

に
虚
し
・

璽

商
・
縫

・
嘗

大

組
　

肇

・
・
而
・
て
陰
磐

如
き
婁

器

生
計
困
難
な
る
よ
り
土

手

.Q
も
の
多

さ
を
以
て
、
特
に
生
育
金
六
藤

馨

積
立
て
、
其
の
利
子
書

し
て
襲

を
着

せ
ざ
養

困
者

に

は
金

=
嗣
づ

、
を
給
興

せ
b
。

…
斯
あ

聖

醤

詮

種
窪

卑

段
方
法
講

・
て
出
生
の
増
誓

死
亡
の
減
少
隠

依
り
以
て
合

の
自

論

説

上
杉
鷹

山
公

ぜ、
フ
リ
ー
ド

リ
ッ
ヒ
大
王

の
農
政

第
九
巻

〔第
四
號
.

三
九
}

五

一
三
.

・

-



一
講

読

上
杉
鷹
山
公
ラ

サ
}

・
ソ
美

玉
農

政

第
九
巻

秀

四
號

四
9

五
画

然
賠

加
を
辱

た
り
。
此
等
の
入
墨

袈

箱

並
ん
で
醤

詮

合

移
住
薯

轟

じ
・
最
初
は
馨

・

一

齋

及
び
最
上
の
三
地
方
よ
り
の
雀

を
鵜

し
、
後
ち
之
を
準

國
内
露

及
ぼ
・
、
芒

援

・
携
帯
・

一
て
來
住
し
農
業
を
纒
督

す
る
も
の
あ
る
ご
き
は
、
食
料
&
し
て
籾
五
俵
の
外
家
作
料
五
貫
交
及
び
木
材
二
十
本
を

饗

し
、
成
る
年
限
の
里

地
に
聞
す
・
租
難

険
・
簸

轟

へ
・
-
霧

佳
整

・
穿

て
米
澤
梟

し
て
.

.

幾
傍

人
・
・
書

上
増
加
・
得
ぢ

し
や
、,資
料
孟

ぐ
を
.以
て
明
知
・
難
し
聾

し
・
當
覧

藩
何
れ
喜

な
藩
内
人
口
の
減
少
す

る
を
避
け
ん
ご
努

め
、
鷹
仙
公

の
如

さ
む
縁
組
其

の
他
の
理
由
を
以
て
他
藩

に
出

つ
る
こ

悪

難

芸

が
如
若

様
・
り
し
奮

、
移
綾

策
の
漿

は
磐

㌘

・
蒼

・
や
想
攣

る
無

奮

事

。

・

.鷹
山
公
は
特
に
藩
内
に
於
け
農

舞

働
籍

加
せ
し
む
・
馨

、
積
欝

政
参

し
て
は
藩
士

の
鷺

を
奨

励
・
、
長
男
・
親
・
慈

童

暑

・
票

・
ざ
・
も
次
男
・・勇

伯
父
學

の
如
・
傍
系
誉

霧

・
・
成
る
.可

父

田
園
に
移
り
て
農
業
を
経
管
せ
し
め
ん
と
し
田
畑
家
作
料
を
給
興
し
、食
糧
養

暑

、且
三

差
の
年
限
の
問

.

相
撃

孚
讐

直

全
免
す
・
笠

般
移
住
煮

比
す
れ
ば

一
層
手
厚
芝

篠

護
し
・
奪

縫

楚

於
て
農

業
に
徒
事
す
る
も
、
若
し

一
朝
事
あ
る
際
に
は
本
家
の

頁

巳

て
戦
場
に
出
つ
る
の
霧

を
負
は
し
め
・
.常
に

農
事
の
傍
武
道
を
練
磨
せ
し
め
た
り
。
恰
も
北
海
道
に
行
は
異

る
屯
田
兵
の
如
き
主
蓄

財
れ
り
・」更

に
清
極

…
的
肇

ご
し
て
は
農
民
が
空

巣
の
利
盆
の
多
大
な
・
を
見
て
之
忙
塁

・
・
.或
は
盤

需

人
に
入
夫
人
集



畜

こ
ご
も
嚴
察
し
以
て
農
民

の
数

の
減
少
す
る
こ
こ
を
防
止
せ
ん
と
せ
り
。

了

閣
0
.

「、

'

上
乗
阪
述
せ
る
所
は
鷹
山
公

の
探
り
し
人
口
政
策
な
り
。
其

の
手
段
方
法
は
種
々
な
り
し
ご
雌
も
公
の
最
も
重

き
を
置
き
し
は
人
口
の
自
然
的
増
加
政
策

な
b
き
。
足
れ
蓋
し
時
勢

ε
境
遇

の
然
ら
し
め
し
所
な
り
。
自
然
的
増

.

加
策
は
確
賃
な
り

ε
錐

も
、
其

の
鼓
果

の
顯
は
る
》
に
は
多
く
の
歳
月
を
要
す
。

フ
.リ
ー
ド
リ
ッ
・
大
王
時
代
の

.

普
魯
西
は
既
に
述

べ
し
如
く
、
十
六
世
紀
以
來
相
続
窓
た
る
戦
争
ε
悪
疫
流
行

の
結
果
こ
し
て
入
口
の
敷
は
大
に

減
少
し
、
加
ふ
る
に
四
園
の
境
遇

は
自
然
的
増
加
策

の
如
き
永
久
的
方
法
に
の
み
依

る
能
は
争
、出
来
得
る
丈
け
迅

「

蓮
に
且
多
数
に
人
民
を
増
加
す
る
の
必
要
切
な
る
も
の
あ
躯
し
か
ば
、
普
大
王
は
鷹
山
公
ε
其

の
目
的
を
等

ふ
.せ

り
ご
難
も
、
其

の
探
れ
る
政
策
は
圭

ξ
し
て
移
住
政
策
に
依
り
國

の
内
外
を
問
は
中
多
数

の
移
民
を
招
徐
せ
り
。
噛

普
魯
西
に
於
け
な
移
住
政
策
は
既

に
大
王

の
父
7
ソ
ー
ド
リ
ツ
ヒ
、
ウ
ヰ
ル

ヘ
ル
ム
一
世
の
塒
代
よ
b
貴
行
せ

る
も

の
に
し
て
・
王
は

一
七
三

年
-⊥

七
二
七
年

の
六
ケ
年
間
に
六
百
夢

-
レ
ル
の
纒
費
を
之
が
爲
め
に
支

…
固
し
、

一
七
三
二
年
-

一
七
三
六
年

の
四
ケ
年
間

に
は
十

の
都
會

ご
三
百

二
十
二
の
村
落

ご
を
新

た
に
設
け
な
る

　
等
移
住

の
爲
め
に
大
に
蓋

す
所

あ
b
え
り
。
大
王

の
移
住
政
策
も
父

の
遺
業
を
襲
踏
せ
る
も

の
に
し
で
、
移
住
者

比

勤
し
て
は
旅
費
を
支
給
し
、
彼
等

の
携
帯
す
る
貨
物
に
射
し
て
は
総
て
關
視
を
免
除
し
、
目
的
地
に
到
着
し
て

.

家
屋
を
建
築
す
る
や
、
或
は
無
代
に
て
建
築
材
料

を
交
付
し
或
は
建
築
物
を
給
興
し
或
は
現
金
を
以
て
狸
藻
費
を

輪

読

上
杉
席

書

プ
リ
電
ず

ッ
美

玉
の
農
赦
.
.

蕗
九
巻
.
第
四
號
.
四
じ

里

王
.
.

、

、

7



…
論

説

上
醤

山
雪

フ
ー

ド
・
・
兵

書

銭

麺

隻

醤

雛

四
二
)
.
五
三

蕩

し
、
移
棲

短
き
も
こ
箇
年
問
長
鼠

+
五
難

問
國
挽
及
び
地
方
磐

屡

し
・
架

る
に
蓉

後
=
一代

は
兵
役
免
除
の
特
典
を
與

へ
ね
る
が
如
き
戦
飢
頻
り
に
起
り
し
嘗
健

於

て
は
大
に
移
住
の
動
讐

な
れ
り
・
.農
.

業
喬

は
荷
止

の
外

に
農
業
経
管
に
必
要
な
る
家
畜
、
種
苗
或
は
農
具
を
無
代

に
給
興
し
・
或
は
事
業
に
要
す
る
.

資
金
を
前
貸
す
・
簾

・
保
護

策
を
籍

し
、
國

の
内
外
を
問

箏

、
崇
誉

箝

る
を
論
芋

漉

く
移
民

,

を
招
徐

し
捻
り
し
か

ば
濁

り
凋
逸

園
内

ま
り

の
み
な

ら
季

、
蓮

べ
英
、
佛

、
伊
、
懊

、
波

、
露
、
丁

、
希
等

よ

り

藻

住
せ
り
。
而
。
て
砦

の
移
民
呈

ε
し
て
御
湿

廃

屋

せ
し
め
よ

、
莫

王
は
貴
族
、
都
市
、
青

磁

。
も
饗

し
て
杢

。
例
。
優

し
め
ん
露

助
だ
・
し
・
瞥

多
義

功
せ
ぢ

・
。
杢

鍍

初
経

の
種
類
及
び
性
質

の
如
何
を
論
ぜ
ヂ
、
成

る
可
く
多
数
の
移
民
を
獲

る
を
以
て
目
的
ε
な
せ
し
が
、
移
住
事
業

に

一

　

　一

纏
験
を
重

蹟
る
に
從

ひ
、
王
國
よ
り
農
業
の
進
歩
せ
る
地
方
に
於
て
斯
業
に
脛
.験
あ
る
も

の
に
重
を
置
き
、
且
燈

一
草

、
讐

、
果
樹
の
栽
培
、
飼
牛
及
び
欝

馨

殊
の
鑑

の
震

を
促
が
す
餐

め
・
謄

之
に
簸

あ
紅

一
・
・
覆

せ
・
。
叉
癈
兵
・
は
覆

土
地
籍

輿
・
農
雀

從
奪

・
難

ゲ
・
杢

以
前
に
は
皇

馨

の
移

、

一
佐
多
警

b
し
が
、
大
王
の
時
代
ビ
な
り
て
農

業
者
移
民
の
大
宇
を
占
め
た
り
・

大
王

の
移
住
政
策
は
.大
に
其
の
効
を
奏
し
、
王

の
在
世
四
十
六
年
間
に
多
数
の
小
地
積

の
移
住
地

を
除
き
絢
九

,

百
の
村
落
新

起
に
起
り
、
此
の
期
間
椛
移
住
せ
し
も

の
或
匠
三
十
萬
人

と
云
ひ
或

は
五
十
萬
人
に
上
れ

り
ε
云
ふ
。

…
而
し
て
大
王
が
之
が
矯
め
に
投
下
せ
し
経
費
は
二
千
萬

タ
ー
レ
が
(
ス
タ
ー
ヂ

〃
マ
ン
の
説
)乃
至
二
千
五
百
萬
タ

・



.

2
レ
〃
(
ζ

・
・フ
あ

甦

の
多
き
に
達

せ
る
は
常
時
の
財
政
状
態

に
比
し
重
養

饗

り
し
な
ウ
・
暴
き
に
.鰐

…
山
公

の
土
地
肇

が
今
日
響

米
澤
藩
地
方

の
土
地

分
配
に
影
響
笈

ぱ
し

つ
・
あ
皇

述

べ
た
る
が
・
普
大
王

コ
…
及
び
其
の
以
逆

行
は
れ
し
所
謂
内
羅

民
に
就
き
て
シ
ユ
・
・7

激
甚

述
べ
.て
曰

く

『
普
醤

東
部
諸
州
の

　簿

鹸
灘
繍

羅

曙鍍

籔
講
難

輪
縁
踏
臼鰐

傭

民
嬉

繹

代
の
自
然
の
螢

た
遠

大
聖

の
塗

を
妨
・
、
能
奏

の
讐

裏

窓

・
効
・
決
・
て

.

少

な
か
ら
事
と

謂

つ
可
し
」
、

ど
鷹
山
公
ε
普
大
王
ご
は
主
ぜ
し
て
探
取

る
人
口
政
策
が
互
に
異

な
り
し
は
蓋
し

境
遇
の
然
ら
し
め
し
所
怠
り
ピ
錐
も
、
共
に
領
土
内

の
人
口
の
藪
を
増
加
し
以
て
産
業
の
獲
展
を
促
が
レ
纏
濟
的

賓
力

の
充
實
を
圖
ら
ん
ε
努

め
な
る
や
即
ち

一
な
り
.。

=

、

.

'

恒

控

農
蓋

鶯

必
要
な
・
第
三
の
案

砦

資
歪

掌

・
醤

公
及
び
フ
ジ
`
グ

ツ
ヒ
杢

の
馳
せ
る

施
馨

見
ん
。
現
今
我
が
國
の
嚢

暴

力
的
嚢

に
し
て
、
勢
力
に
集
約
な
る
は
世
界
中
健

比
す
べ
き
も
の

.

少
芒

庭

も
賞
盃

於
て
は
極
め
て
粗
娶

り
。
含

秀

こ
音

撃

年
前
の
鷹
山
公
嚢

に
於
け

↓。
米
澤

…
藩
の
塁

が
倉

よ
蕎

一
暴

力
的
農
藩

・
て
資
歪

粗
放
脅

し
や
明
か
弩

。
袈

・
・
常
時
の
髪

一
は
自
給
自
足
主
義

の
下
に
行
は
れ
だ
り
。
・撚

り
ご
難
も
猶
農
民
悶

に
金
.銭

の
貸
借
行
は
れ
、

「
般

に
高
利
、に
レ
て

.

論

眈
.

上
杉
鷹
山
公
・、
ア
・
レ
ド
墨

美

霧

鍛
.

菱

費

餌

號
.
.
匹
三
∀
.
.
鼠

毛

r



論

説

上
杉
鷹
山
公
ε
7
脇
ー
ド
ル
ソ
ヒ
大
王
の
農
政

」
第
九
怨

(第
四
號
,
四
四
〕

五
一
八

短
期
信
用

な
り
き
。
鷹
山
公
は
能
く
其

の
弊

の
在
る
所
を
察
し
、
農
民
に
適
切
な
る
金
融

の
途
を
開
く
の
必
要
を

痛
切
に
威

ぜ
し

と
錐
も
、
如
何
せ
ん
既
に
屡
陳
述
せ
し
如
く
困
憊

せ
る
當
塒

の
藩

の
財
政
は
到
底
斯

る
資
金

の
融

一
通
を
開
く

の
鍛
地
な
か
り
き
。
是
に
於
て
乎
公
は
最
初
金
武
千
両
を
年
八
分
の
利
附

に
て
四

ケ
年
々
賦
償
還
の
契

約

の
下
に
借
り
入
れ
、
之
を
勧
農
金
ご
称
し
、
農
民
に
月
利
七
厘

に
て
貸
附
け
、
等
し
く
四
ケ
年

々
賦
に
て
返
済
.

せ
レ
め
た
り
。
後
憂
に
武
千
五
百
両
を
年
利
四
分
十
八
年
賦

に
て
借
b
受
け
、
従
来
の
貸
借

巴
同

一
の
條
項
の
下

　
に
之
を
農
民
に
賞
典
せ
り
。
年
七
分
の
利
率
は
今
日
の
農
業
金
融
上
よ
り
見
て
鳩
街
低
利
な
り
、
呪
ん
や
當
時
農

民
間
に
行
は
れ
し

一
般
貸
借
利
率
に
比
す
る
に
於
て
お
や
。
殊
に

一
時
的
筋
期

の
返
済
に
あ
ら
す
、
租
長
期
の
償
.
・

遺
法
を
探

り
し
は
能
く
農
業
金
融
の
性
質
に
適

へ
b
ご
言
は
ざ
る
可
ら
す
。

藩
は
此
の
貸
借
に
依
り
十
八
ケ
年
刷

に
借
入
金
を
杢
部
返
済
し
無
し
豫
期

の
如
く
省
醗
金
武
千
五
百
両
を
得
れ

る
を
以
て
之
を
鋤
農
資
金

ε
綱
し
農
民
に
融
通
せ
り
り
撚
り
ε
錐
も
借
充
分
に
農
民

の
要
求
に
慮
事
る
こ
こ
能
は

ざ
り
し
を
以
て
他
よ
り
資
本
を
借
り
入
れ
以
て
其

の
用
に
充

て
た
り
。
鷹
山
公
依
現
金

の
外
備
荒
の
爲
め
に
貯
蓄

せ
し
米
穀
糎
を
も
農
民
に
貸
興
せ
り
。

7
ヲ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
時
代

の
農
業
金
融
制
度
も
亦
頗
る
不
完
至
に
し
て
禾
だ
公
共
陶
管
造
物

の
設
立
な
く
、

自
ハ
個
人
的
信
用

の
み
行
は
れ
而
か
も
非
常

に
高
利
に
し
て
且
通
知
的
な
り
。
當
時
は
月
然
経
濟
よ
り
漸
次
進
ん
で

一
貨
幣
経
済
に
入
ち
ん
と
す
る
時
代
に
し
て
、
加

ふ
る
に
多
年
輕
績

せ
し
職
事

の
結
果
ε
し
て
農
民
殊

に
大
地
主
穴



蓄

貴
族
は
多
額

の
債
務
を
負
ふ
て
経
済
上
頗

る
困
難

な
る
境
遇
に
在
り
き
。
普
大
王
之
が
救
済

分
必
要
を
認
め
低

利

に
し
て
不
通
知
的

な
る
信
用
を
與
ふ
る
公
共
的
金
融
機
關

の
設
立
の
必
要
を
減
じ
つ
＼
あ
り
し
折
か
ら
.、
伯
林

の
商
人
ビ
ュ
ー
ソ
ン
グ

蒙
}
αq

の
進
言
を
容
れ
て
、

シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
地
方

の
大
地
圭
を
し
て
組
合
的
組
織

の
金

融
磯
關
を
設
立
せ
し
め
、
低
利
に
し
て
長
期
に
亘
り
且
年
賦
償
還
法
に
依

る
資
金
貸
附
を
實
行
せ
し
め
、
大
王
は

馳

…
三
百
萬
タ
ー
レ
ル
の
補
助
金
を
交
附
せ
b
。
斯
く
し
て
農
業
金
融
史
上
に
有
名
な
届

シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
土
地
金
融
筋

會
あ

設
立
を
見

る
に
至
れ
b
。
是
現
今
交
明
諸
国

に
行
は
る
》
不
動
産
金
融
機
關
の
鳴
矢
ε
も
租
…す

べ
き
も
の
に

し
て
、
貴
族
は
之
に
、依
り
て
低
利
に
し
て
且
長
期
に
」旦
れ
る
不
通
知
的
信
用
を
得
て
経
濟
上

の
困
難
よ
り
脱
す
る

り
　

.

を
得
た
り
。
倍
も
鷹
山
公

の
勧
農
金
及
び
鋤
農
資
金
制
度
ご
其
の
趣
を
等
う
す
。
(次
號
完
結
)
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政
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